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保 存 版

広島市立古田台小学校

台風時、非常災害時・緊急時の対応について

台風の接近が予想される前日までに学校の対応（臨時休校・市のマ
ニュアルどおり）を決定し、プリント・地域連絡網で保護者のみな台風時の対応
さまに連絡します。
当日朝は、連絡網は流しません。

１ 【市のマニュアル】
台風が最も接近する日の朝や遠ざかる日に 「暴風警報 「大雨警報 「洪水、 」 」

警報」のひとつでも発表されている場合

☆ 午前６時の時点で警報が発表されている場合 → 自 宅 待 機

臨 時 休 校☆ 午前７時の時点で警報が解除されない場合 →
（ ）７時以降に解除されても休校です

休 会留守家庭子ども会も

２ 台風が接近しているが、登校時に警報は発表されていない場合（下校方法調
査を提出）

☆ 午前７時の時点で警報は発表されていない場合 → （通常通り）登 校

※ 午前７時を過ぎて警報が出た場合や、保護者の方が登校するのが危険と判断さ
、 。 、 。れた場合は 登校を見合わせてください その場合は 学校へ連絡してください

☆ → 授業を打ち切り、状況を見て登校後に警報が発表された場合
（下校方法調査どおりに下校） 速やかに教職員引率のもとで

（希望者のみ待機）集団下校

留守家庭子ども会も、活動を
打ち切りますが、児童は留守
家庭子ども会で 。待機

登校後に風雨が強まり集団下校が危険な場合 学校で待機し、保☆ → 全児童
護者の迎えを待つ

（地域連絡網で連絡）




